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１．本研究の視座と越後二十村郷の概要

「牛の角突きの習俗」（以下「角突き」と略す｡）と

は，越後二十村郷に古くから伝承されている闘牛のこ

とで，昭和53年に，他の地域の闘牛に先がけて国の重

要無形民俗文化財（以下「文化財」と略す｡）に指定さ

れている。他の地域でも伝統的呼称があり，隠岐島で

は「牛突き｣，愛媛の南予地方では「突き合い｣，沖細

では「ウシオーラセー」と呼ばれている。これらの小

例は，すべて西日本に分布している。したがって，角

突きが日本列島における闘牛の北限である。この地に

いつごろ，なぜ闘牛が始まったのかということについ

ては，いくつかの説があるが，特定されていないn．

角突きの文化財指定申請に際しては，さまざまな資

料が提出されたわけだが，そのなかでも角突きの古態

を記した『南総里見八犬伝』動（以下『八犬伝』と略す｡）

が｢習俗としての牛の角突き｣をアピールするうえで，

効力を発揮したと聞き及んでいる。『八犬伝』中の角突

きの光景は，越後の文人鈴木牧之が苔いた図説をもと

に，滝沢賜琴が最終的に筆を執ったものである３１．他

の地域の闘牛は，口伝や禁止令・断片的な資料から，

かなり古い歴史を有すると考えられるのだが，占態を

記す史料を欠いている。

二十村郷とは，現在の新潟県古志郡山古志村とその

周辺の小千谷市・北魚沼郡広神村・川口町・長岡市．
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栃尾市の一部にまたがる地域に当る。『八犬伝』には
そもそもえちごの<醒こしのこふり幅こうむらひがしや*べそうめう

「抑抑越後州，古志郡なる二十村は，東111辺の総名#こ
じつ むら ぇだむらあひくわこ車

て，実Iま二十六村あり。そが属村を相加えて，細かに
かぞふかむら

これを数れぱ，五-'一/i､村にも及ぶとなん。４'」とあり，

二十村郷とは，もともとは二十六村であった。それ

が，二十村と呼ばれるようになった理由については定

かでない。

この地域は，東山山地と呼ばれる大変複雑な地形の

中にある。山や谷はそう深くはないが，まとまった広

い平地がほとんど見られない。人々は山と山のひだの

中に村をつくり，周囲の土地を開いて生活を営んでき

た。かつては，どこへ行くにも山坂を越えねばなら

ず，冬は豪雪のために，村々は孤立状態となった。

産業構造は，第一次産業の就業人口が80％近くを占

めており,第二次･第三吹産業は極めて少ないという状

況である｡また,県下有数の過疎現象地域でもある。

民間伝承という観点からすると，こうした文化接触

の少ない地域だったからこそ，角突きが現在まで伝承

されてきたのだという感を強くする。今はもう絶えて

しまったが，男児の遊びに木牛というのがあった。杉

の木で牛を形造り，小さい物は互いに持って突き合わ

せ，やや大きい物は引き回して遊んだという鋤。角突

きが子供まで浸透していたことを伺わせる素朴な玩具

である（写真１）。しかし，高度経済成長期を境に人々

の娯楽観は変わり，木牛遊びはしだいに消えていっ

た。また，過疎化とともに角突きの伝承者は減少して

いる。かつては，二十村郷の各村に角突き場があっ

１．Ｆα“妙｡/Ｅｄ脚Ｃａｔわ",Ｅ師抗ＦＵ柳”s”，

Ｂ”た”CAO，３，Ｍ２鯵理yα流a-shi,Ｅ版ｍｅ，〒790,
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図１山古志村概念函

て，持ち回りで行われていたのだが，現在角突きが行

われているのは，小千谷市小栗山と山古志村の竹沢・

池谷・種苧原・虫地地区の象となった．

本研究は，変化の藩しい現代の民族スポーツについ

て，スポーツ人類学の視座から分析を試承ようとする

ものである。そのため，龍者は，文化における伝統と

変容の問題として，角突きの事例を採りあげる。まず

は，角突きの性格を知るために，他の地域の闘牛との

比較をまじえながら内容を概観する。とりわけ角突き

に特徴的なスタイルとルールに蒜日する。

斑
~ 騨診

写真１木牛（小千谷市立図書館蔵）

２．種内闘争の原則

そもそも闘牛というのは，動物行動学でいう祁内闘

争を人顛が儀礼あるいは娯楽に供した文化である。菰

内闘争では，種間闘争一例えば捕食動物と草食動物の

闘い－とは異なって，相手を殺す必要は全くない。し

たがって，儀式化あるいは形式化された闘争といえる

のである６１．ベイトソンが言うように，「これは殺し合

いに見えて，実はそうではない」というメタ・コミュ

ニケーションがすでに動物段階で行われているのであ

る,､7）

３．相撲をモチーフとする日本の闘牛

日本の闘牛は牛相撲とも称されるように，同技相撲

をモチーフとするところに特徴があり，興行的仕掛け

がある。|iMI1う場所を土傭俵と言い〆横綱から前頭まで牛

の力吐によって芥付が決められる。相撲と異なるの

は，同じ番付の牛同士でしか対戦させないということ

である。つまり，例えば横綱ｖｓ人関や大関ｖｓ小結の

試合は成立しないのである。横綱牛は，一族の誉れで

あり，商い値で売買される。牛にはそれぞれ醜謁が付

けられるが，牛主の姓や会社名を付けることが多い。

しかし，角突きは勝負をつけないために，番付がな

い。ただし，他の地域で試合をする時は番付をする。

醜名は，姓も付けるが，僅号を付けるのが特徴的であ
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うしぬしなか

る。『八犬伝』時代には，「′|名には主の帝を被けて，
それ む ら そ れ え も ん そ れむら這ればち よと二乙

其村の甲右術門，ム村の乙八なンど，呼ぶを地方ＣＤ
厳らひ かり めいぱ ぺつな

習俗とす。彼いにしへの名馬のごとく，ガリに名つく為

ことばな8)｜かつたという。

４．角突きの時鄭

現在，角突きの時期は５月～11月。雪解けを待って

角突きは始まる。文化財指定時には，毎月４回（ただ

し，１１月は２回）行われていたが，現在は半分標に減

少し，開催口は人の集まりやすい週末及び祭日が選ば

れる。では，かつてはどういう時期に行っていたの

か。『八犬伝』で伺って拳よう。
Dしかよせ じ し ＆ さ だ ま 負 い さ い

「&】牛の地所は，走りたることなし，毎歳三Pq月

き北はっとらとさるふたひ技さひ

の瀞,雪のｉ１１ｊ果あに及びて,災中の両日の,吉脹
をえら承てこの1i:あり9〕」

とうこくこしりこふり胆じうむらとしごとのがつころあるひ

「当同古志Iili二十村には，毎年三四月の比，或は
うLひあるひとらひ上きひがらえらみざだめつのつき

Ｊ１:の口，或は寅のＨの，吉辰をト定て，角突と
となへ うLあ}きせしんじ

偶たる，闘牛の神J1:あり。’01」
このむらあらやにごろうつ撞きかむら

「迅二-卜村．なる，荒環，逃人，虚木の三ン小村，
し､りく魂きんじ吟かみ澄いどんげんいつきたﾕ』”おぬ

合保の鎮守の神を，－トー大権現と斎称へて，各左
むら慧とみやＬら力､象まつりとなとL

その村落に神社あり。この神の祭iiBとｲ昌へて，年の
や上ひうつきあはひの墓んのゆききえばっちそく

三ﾉﾘI些１月の間，宿雪の消果る，遅速によりて
じ名うじつ きたさだ主 じし上 おお上そとら

定’１なく，又走りたる地所もあらねど，大約寅力〕
さるひあた生さひえらユさださとびとうしあはせ

''１の'１に，当る吉日をト定めて，里人闘牛を
こうぎようところさとびごとうしつのつきよびな

鼠1行す。これを地方の偲語に，牛の角突と呼倣し

たり”’'》’

写真２越後州古志郡二十村闘牛直

以上の記述から，角突きは毎年３月～４月の間に行

われ,期Ｈは不定で場所も不定であったことがわかる。

牧之が観た角突きは,庚辰の春三月二十/illであった

12)｡興味深いのは，神輔として年に一度だけ行われたと

いうことである．現在でも，山11,･志村竹沢では，村祭

りの協礎として年に一度だけ角突きが開催される。角

突き場は，白髭神社の眼下に位慨しており，神事とし

て行われていたことの残津を副めていろ'，

５．角突きのスタイルとルール

試合の際には，その前段として土俵を塩と酒で治め

る儀式がおこなわれる。その間，出番を控えたたまり

場の陣営は，紫父づけの出陣式を行う。まず，牛の尾

から頭の方に向けて背中づたいに御神棚をかけ，残り

の御神酒を綱かけ若い衆，鼻縄持ち，綱持ちの順にま

わし飲象をする。彼らは一般に勢ｆと呼ばれる。

｛郡Ili式が終わると，牛とﾉI昌曳き若い衆は角突き場の

入口に向かい，勢いよく上俵に入場してくる。入場し

た牛は，吠えたり，前肢で地面を掻いたりする示威行

動を行う'３１。これから附始される闘争に向けて，テン

ションを両めるのである。綱持ちが曳き綱をたぐり寄

せ，鼻綱を持っておjI:いに牛を近づけていく。両牛が

充分接近し，呼吸がぴったり合った瞬間，鼻綱を抜き

取る。鼻綱から解き放たれた牛は，突然激しくぶつか

る将もあり，しばらく様･子をうかがって突っかかって

いく者もある。

『八犬伝』の図に児られるように，，試合'１１勢子はlid

牛を取り囲むように位瞳し，牛に触れることばない

（'ゲ典２)。戦況を兇守りながら．時には両腕をハの芋



晩

に広げながら独特のかけ声をかける。南Jzや隠岐で

は，勢子が牛の体躯に身を寄せるようにして牛の荷筋

のあたりに了をやり，戦況に応じて，もう一方の平手

でﾉﾄの胴を激しく叩く。また，沖純や徳之鮎では，足

で地面を強く踏承鳴らして牛を瀞い立たせるというよ

うに，勢子の所作は地域によって異なる。

激しい闘いが繰り広げられる妓中，勢子長がさっと

手をあげると，大勢の勢子が一斉に闘争i11の牛の近く

に集まってくる。吹に，一方の牛の脚にすばやく綱を

掛ける。これを足取綱と‘すい，角突きには欠かせない

用具の一つとなっている。勢子長の判断は，素人目に

はわからない。牛に粘辿し，闘牛に緒通した荷がなせ

る役であるため，誰もができるというものではない。

足取綱がうまくかかったら，一斉に引き離しにかか

る。しかし，一旦闘争を始めた両牛は容易に離れるも

のではない。Ⅲう牛は，大きな者では１トンを超え，

一番下のクラスでも600kgはある。そのため，牛を引

き離すには相当数の勢子が必嬰になる。

写真３足取りによる引き分け

ようやく牛の動きが静まりかけた甑を見計らって，

すばやく脚をとり，鼻綱を通す。これら勢子催の合図

による引き分け開始から，牛の脚を取り，鼻綱を辿す

までの一連の動きが，角突きの一つの見どころであ

る。勢子には，これら－連の所作を迅速に行うことが

典求される（ザ典３)。その要求にこたえる所作が述

成された場合には，観審から大きな拍手が起こる。ま

れに，勢了災が引き分けの合図をする前に勝負がつい

てしまう場合があ為が，これはｲく測の亦態であって，

引き分けルールの採用は一賀していあ。角突きが他の

闘牛と明らかに異なる点は，火にこの引き分けルール

の採用にある。

では，なぜ引き分けルールを採用しているのか。ま

た，それはいつごろから始まったものなのか。まず，

『八犬伝』ではどのように記されているのか。ルール

の検証をして象たい③

石井

ごかくＬ』D夢動らそひ かのうしさいばん詔とこ

「牛角の勝負に争論あればや，彼ノド裁判てふ男，
とうざL,りさしわた酒んがふぅしぬしひいき

東1Jﾛの力士に渉りて，商品して，牛)畠と品頂のもの
な超め

を和寛などす。Ｍ１」
ごかくし＆うぷｏｆた いつぽううし

「牛角の勝fiを果さずして,一方の牛やうやく爵る
そたた あや華

を共方の力士'1占ゑて,糊けんと欲するを,敵Ｔ
ｌユリ あひて

り きしらきかょぽ

の力士等聴ずして,｢いまだし,し､まだし｡」と呼はり
かまへＬ縫うぬぐ 十まひざ１うとさも1こ

つつ，雑の四方を遥ること，相撲の行司に紡抄i)た

り。’5〕」

これらのことから，雄本的には勝負がつくまで行う

が，試合が長引いてなかなか決許がつかない場合は，

小裁判という洲体役が判定を行ったと解釈できる。す

なわち，『八犬伝』の角突きでは，引き分けルールを採

用していなかったと考えてよいだろう。したがって，

少なくとも牧之が角突きを災際に観たという庚辰の

年，すなわち文政３年（1820）以降に引き分けルール

が採用されたことになる。

次に，なぜ引き分けるのかという点についてだが，

賢物によると次のように説明されている。

「１．牛の持つ習性を考えてのことである。角突き

牛は徹底的な勝負を決めると次回から敗れた牛は

闘わなくなる性質を多く持っているため。

２．角突き牛として導入する牛は他牛より高価なｲllli

格で購入しているから，角突き牛としてその価仙

を早く失なわしめないため。

３．この地方の角突きは牛の持主が犠牲的奉仕を

以って行なうものであるから，その扱失を未然に

防ぐ必要があるため。

４．牛に賭博的行為はしていない事から勝負の決定

をしなくともすむ。

５．闘争の妓適時に引分けると次回にも城闘を繰返

す利点がある。’6j」

しかし，これらの説明は，どれも角突きの象が引き

分けルールを採用する理由としては希薄であると宙わ

ざあをえない。というのも，これまでの筆粁の調在に

よれば，４を除く１～５については，他の地域の闘牛

にも言えることで，何も角突きに限ったことではない

からである。

４の｡｣i項は，勝負の決定をしないから賭博的行為が

ない，あるいは，できないと解釈するが，賭けは勝敗

が決定しなくとも成立する。すなわち，引き分ける前

の「/1く測の事態」が起こるか否かに賭けることもあり

得るわけである。しかし，推者が調査した角突きで

は，不測の小:態が起こったのは全取組中１割軽度で

あったし，他の地域の闘牛の例でも，「不測の事態」と

なるほど短時間に勝負がついてしまう試合の頻度は低

いのである。】11然，まったくないということもあり符

る。したがって，角突きば引き分けルールの採川以
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後，ギャンブル性が皆無に近くなったとはいえるであ

ろう。これは，沖縄・徳之島が徹底的に勝負をつける

ルールを基本とし，近年大がかりな組織賭博が社会問

題になっているのとは対照的といえる。

引き分けルールの真意は判然としないが，文化財指

定申請に際して，「昔と根本的には全く変りなく民俗

行鞭として保存されておりギャンブル的行為が全くみ

られない」という一項が添えられているように'71,「引

き分け＝ギャンブル性がない」のが角突きの伝統であ

るという。

６．伝統か変化か

近年，角突きの象ならず，全国的に闘牛の存続が危

ぶまれている。培手・人丈島ではすでに行われなく

なった。農作業の機械化によって牛が激減し，若年肘

の流出によって伝承者も減少しているためである。角

突き専用に牛を飼育するには，多大な賢用と労力がか

かる。牛の購入に際して，行政から補助金が支出され

てはいるものの，とても採算に見合うものではないと

いう。また，文化財指定以前は，すべて観覧無料だっ

たのが，文化財指定以後，興行としても行うように

なった。しかし，これとても多少の飼育補助にしかな

らないのが現状である。

観覧料による収入増で飼育助成を意図するならば，

引き分けルールは，たしかにマイナスにはたらくであ

ろう。というのも，角突きは，「伝統」を認識する当該

社会の入念だからこそ鑑賞にたえるものであって，外

部の人間として「観る」立場に立つならば，競技性を

脱落させた角突きは，やはり興味をそがれることは否

めないと思われるからである。事実，観光客の口から

は，「賭けができないから面白くない」といった引き

分けルールに対する不満の声が聞かれるようである。

かといって，経済効果を期待する余りに，安易に競技

性を付与するような事態を招けば，これまで守ってき

た伝統を失することにもなりかねないであろう。伝統

か変化か。この両者のダイナミクスにおいて角突きは

揺れ動いているといえよう。
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